
仲間と家族のための

のご案内

お申込みに際しては必ずパンフレットをご一読ください

責任開始期（加入日）：
申込締切日：



制度の特長
1  新規加入・見直し・保険金等請求等の手続きが簡単
2  医師の診査が不要で健康状態等の告知のみで加入が可能
3  団体の福利厚生制度のため保険料がお手頃
4  毎年の保障額見直しが可能
5  加入後に病気になられても、同額もしくは同額以下の保障額での継続が可能

制度の仕組みと特長

※この保険は1年ごとに収支計算を行ない、剰余金が生じた場合は配当金としてお返しする仕組みになっています。

※配当率は、お支払時期の前年度決算により決定しますので、将来お支払いする配当金額は現時点では確定していません。
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ご加入者から

なかから保険金を
お支払いします。
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制度運営費

剰
余
金

1年ごとに収支計算を行ない、剰余金が生じた
場合は配当金として還付します。

制度ラインナップ
様々なリスク

万一（死亡・高度障害）への備え

病気・ケガへの備え

※医療保障保険への加入はグループ保険への加入が必要です。

●主な保障の対象 ●制度名 ●詳細

グループ保険

医療保障保険
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裏表紙

万一（死亡・高度障害）への備え



制度内容に つ いて

加入
対象者
区分

配当あり

本人

配偶者

こども

ライフステージの変化により、準備すべき必要な生活費は変化します。
万一（死亡）の場合の必要保障額の考え方について以下の2つのステップで考えてみましょう。

Step ❶ 〉 必要な生活費の変化 Step ❷ 〉 万一のことがあった場合

＜イメージ図＞
生活費の推移

結婚 こども
大学入学

定年
退職

不足額

公的遺族
年金

家
族
の
生
活
費

世帯主
死亡

結婚から定年退職までの、
一般的に必要な生活費の変化をみてみましょう。

世帯主に万一のことがあると、残された家族は公的遺族年金を
受け取ります。しかし、公的遺族年金だけでは現在と同じ生活水準
を維持するのが難しいのが現状です。
＜イメージ図＞

生活費の推移

親の
生活費等

時間の
経過

時間の
経過

こどもの教育費
こどもの日常生活費
配偶者の日常生活費
世帯主の日常生活費

家
族
の
生
活
費

こども
独立

こども
誕生

結婚 こども
誕生

こども
大学入学

こども
独立

定年
退職

制度の必要性

制度の特長

●死亡・高度障害の場合、死亡・高度障害保険金を一時金として受け取ることができます。
●年金形式でのお受け取りも可能です。
●配当金の還付により保険料の実質的な負担は軽減されます。
※この保険は1年ごとに収支計算を行ない、剰余金が生じた場合は配当金として
お返しする仕組みになっています。
　（ただし今回は●ヵ月で収支計算します。）

0,000万円

＊年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。
（例）保険年齢40歳＝平成●年●月１日現在満39歳6ヵ月を超え満40歳6ヵ月まで
＊記載の保険料は、概算保険料です。

保障内容・保険料 ●コース（0,000万円）加入の場合

月額保険料
00歳…

00歳…

00歳…

男性 00,000円／女性 00,000円
男性 00,000円／女性 00,000円
男性 00,000円／女性 00,000円

万一（死亡・高度障害）のとき
［死亡・高度障害保険金］

保障内容
※その他の保障内容
についてはパンフ
レットをご参照くだ
さい。

グループ保険
万一（死亡・高度障害）への備え



制度内容に つ いて

加入
対象者
区分

配当なし
本人

配偶者医療プラン（Ⅱ型）
病気・ケガへの備え

制度の必要性
入院をすると、治療費以外にも多くの費用が必要になる場合があります。
よりよい環境で治療に専念するために、希望をして1～4人部屋に入室すると、差額ベッド代がかかります。
差額ベッド代は保険適用外であり、自助努力により備えをしておくことをおすすめします。

差額ベッドの1日あたりの
平均徴収額（推計）

厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会（第528回）資料 
「主な選定療養にかかる報告状況（令和4年9月14日）」より

8,315円
3,151円
2,938円
2,639円

1人室
2人室
3人室
4人室

平均6,613円
【参考】最低：50円／最高：385,000円［令和3年7月1日現在］

制度の特長

●病気やケガで、継続して5日以上入院した場合、入院給付金を5日目からお支払いします。
●三大疾病（がん・上皮内がん、急性心筋梗塞、脳卒中）による入院の場合、お支払日数の限度は
ありません。
●所定の手術や集中治療室管理を受けた場合も、それぞれ給付金をお支払いします。

・災害や病気による入院給付金のお支払日数は、１回の入院について120日を限度とします。
・入院給付金のお支払日数は、災害による入院、疾病による入院それぞれについて通算して１０９５日を限度とします。
・ただし、三大疾病（がん・上皮内がん、急性心筋梗塞、脳卒中）による入院の場合は、お支払日数の限度はありません。
・集中治療給付金のお支払日数は、通算して１２０日を限度とします。
・手術給付金のお支払限度はありません。（ただし、一部制限を設けている手術の種類があります。）
・手術後療養給付金のお支払限度はありません。
＊年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、１年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。
（例）保険年齢40歳＝平成●年●月１日現在満39歳6ヵ月を超え満40歳6ヵ月まで
＊記載の保険料等は、パンフレット作成時点の基礎率により計算されています。実際の保険料等はご加入（増額）および更新時の基礎率により
決定しますので、今後の基礎率の改定により保険料等も改定されることがあります。

災害で継続して5日以上入院のとき
［入院給付金］　≪新・災害入院特約より≫

主な保障内容

月額保険料

病気で継続して5日以上入院のとき
［入院給付金］　≪疾病入院特約（2001）より≫

所定の集中治療室管理を受けられたとき
［集中治療給付金］　≪疾病入院特約（2001）より≫

災害や病気で所定の手術を受けられたとき
［手術給付金］　≪疾病入院特約（2001）より≫

死亡・高度障害のとき
［死亡・高度障害保険金］　≪無配当定期保険（Ⅱ型）より≫

給付倍率40倍の手術給付金の支払われる手術を受け、手術の日から継続して
30日以上入院したとき ［手術後療養給付金］ ≪疾病入院特約（2001）より≫

主な保障内容・保険料 入院給付金日額●●口（00,000円）コースに加入の場合

1 回の手術につき
00万円

日額00,000円
×（入院日数ー4日）
日額00,000円
×（入院日数ー4日）
日額00,000円

×集中治療室管理日数

000万円

手術の種類に応じて
00･00･00万円

00歳…

00歳…

00歳…

男性 00,000円／女性 00,000円
男性 00,000円／女性 00,000円
男性 00,000円／女性 00,000円

【新・災害入院特約、疾病入院特約（2001）入院日額0,000円】

◯◯○○◯◯○○○○（団体事務窓口名）  TEL:XX-XXXX-XXXX
明治安田生命保険相互会社　◯○○○◯◯○○法人部　TEL:XX-XXXX-XXXX
（受付時間　9:00～17:00　除土日・祝日）　　

詳細はパンフレットをご参照ください。加入手続き等に
関する
お問い合わせ先


